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令 和 ３ 年 １ 月 教 育 委 員 会 定 例 会  議 事 録 

 

開 催 日 時 

 

開 催 場 所 

 

出 席 委 員 

 

出 席 職 員 
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前回議事録承認 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和３年１月２０日（水） １３時３０分 

 

長崎県庁行政棟 教育委員会室 

 

池松教育長、廣田委員、小松委員、黒田委員、森委員、伊東委員 

 

島村政策監、林田教育次長、桑宮総務課長、日高教育環境整備課

長、上原教職員課長、加藤義務教育課長、狩野高校教育課長、宮﨑

特別支援教育課長、安永児童生徒支援課長、立木生涯学習課長、草

野学芸文化課長、松﨑体育保健課長、大場義務教育課人事管理監、

山﨑高校教育課人事管理監、山﨑生涯学習課企画監 

 

 

（池松教育長） 

それでは、定刻になりましたので、ただいまから１月定例会を開

会いたします。 

本日は１２月に新たに教育委員に御就任いただきました伊東昌子

委員さんに御出席をいただいております。どうぞよろしくお願いい

たします。 

それでは、本日の議事録署名委員を私から指名させていただきま

す。議事録署名委員は黒田委員、森委員の両委員にお願いをいたし

ます。 

次に１２月定例会の議事録は各委員に送付されておりますが、承

認してよろしいでしょうか。 

 

「異議なし」と呼ぶ者あり 

 

（池松教育長） 

御異議ないようですから、前回の議事録は承認することといたし

ます。それでは各委員、御署名をお願いいたします。 

本日、提案されている議題等のうち、冊子２の報告事項につきま

しては、教育委員会の会議の非公開に関する運用規定により、非公

開として協議を行いたいと思いますが、御異議ございませんか。 

 

「異議なし」と呼ぶ者あり 
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（池松教育長） 

御異議ないようですので、そのように進めていきます。 

では、定例教育委員会１の冊子について審議いたします。第１７

号議案について、提案理由を説明願います。 

 

（宮﨑特別支援教育課長） 

冊子１、１ページを御覧ください。第１７号議案「令和３年度長

崎県立特別支援学校の幼稚部、高等部及び高等部専攻科の募集定員

について」、御説明いたします。 

特別支援学校高等部等の募集定員につきましては、特別支援学校

の対象となる志願者が、可能な限り全員入学できるように、志願者

の進路希望がほぼ確定するこの時期に、募集定員を定めております。 

内容の１、１学級当たりの定員につきましては、法に基づいて定

める学級編制の標準等数となる幼稚部６名、高等部８名、高等部専

攻科８名としております。２の募集定員につきましては、幼稚部、

高等部、高等部専攻科の募集定員の総計を示しております。３は定

員の考え方です。（１）、（２）にありますように、法に基づいて

幼稚部及び高等部の１学級の幼児、児童生徒数を定めております。

また各校の募集定員につきましては、特別支援教育課が、各市町の

中学校、県立、国立、私立中学校、そして特別支援学校中学部のす

べてを対象に、１０月と１２月の２回実施した進路希望状況調査を

もとに志願者数を割り出し定めております。４はその内訳となる学

校別の募集定員についてですが、例年、定員の増減がある高等部に

ついて、別資料で説明をいたします。４ページ、資料１を御覧くだ

さい。 

太線で囲んでおります令和３年度の４番目を見ていただくと、島

原特別支援学校の志願者見込数は１９名となっています。先ほど説

明しました定員の考え方を踏まえ、１学級分の定員は８名となりま

すので、島原特別支援学校の志願者見込数は３学級分の内数となり、

募集定員を２４名と定めております。同様にして、各校の定員を定

めており、志願者見込の総計は昨年度より２８名少ない２２９名と

なっております。定員の総計は３２０人と昨年度より８名少なく、

倍率は０．７２倍となっております。 

ここで、表外の３番目の※を御覧ください。虹の原特別支援学校

高等部就業サービス科及び希望が丘高等特別支援学校は、他の特別

支援学校より２カ月ほど早く入学者選考を行うため、５月の本定例

会において虹の原特別支援学校高等部就業サービス科の募集定員を

８名、希望が丘高等特別支援学校は３学科で３２名と定めたところ
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です。虹の原特別支援学校高等部就業サービス科は１月１４日に、

希望が丘高等特別支援学校は、１月１４日及び１５日に入学者選考

検査を実施しており、１月２２日の午前に合格者発表を行います。

不合格者につきましては、３月９日及び１０日に実施する他の特別

支援学校高等部を志願できるようにしており、不合格者の再志願が

想定される虹の原特別支援学校普通科、鶴南特別支援学校、鶴南特

別支援学校時津分校等の知的障害特別支援学校については、その数

を見込数に加えた上で、募集定員を定めております。 

次に５ページの資料２を御覧ください。上段の表は幼稚部の志願

者見込状況です。幼稚部は盲学校とろう学校及びろう学校佐世保分

教室に設置されています。３校とも３歳児の学級で６名の募集定員

としております。志願者見込数につきましては、１２月１１日時点

の調査で、ろう学校に２名、ろう学校佐世保分教室に１名の志願者

がありました。なお、４才児と５才児につきましては、欠員補充と

なりますが、１２月１１日時点の調査で、ろう学校佐世保分教室で

５歳児に１名の志願があっております。 

最後に下段の表は、高等部専攻科の志願者見込状況ですが、専攻

科は盲学校とろう学校に設置されています。盲学校はあんまマッサ

ージ師、鍼師、灸師の資格取得を目指す理療科と、あんまマッサー

ジ師の資格取得を目指す保健理療科の学科ごとに８名、ろう学校は

総合デザイン科と理容師の資格取得を目指す理容科の学科ごとに８

名を募集定員としております。志願者見込数につきましては、１２

月１１日時点の調査で盲学校の理療科に１名、保健理療科に１名、

ろう学校の総合デザイン科に２名、理容科に２名の志願見込となっ

ております。説明は以上でございます。御審議のほど、よろしくお

願いいたします。 

 

（池松教育長） 

では、これより第１７号議案について、質疑・討論を行います。

御質問、御意見等ございませんでしょうか。 

 

（廣田委員） 

 ２ページの佐世保特別支援学校が８名の減、それから虹の原特別

支援学校が１６名の減という、特別支援学校としては数が大きく減

っているように感じました。これは県教委が分校や分教室を県下に

設置してきて、ある程度こういう大きい学校の志願者が減ってきて

いるということですか。 
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（宮﨑特別支援教育課長） 

廣田委員から御指摘がございましたように分校、分教室の設置の

効果も１つの要因としてあげられます。それともう１つは、今年度

の特徴というものが２点要因として考えられます。具体的に御説明

申し上げますと、まず１点目の分校、分教室設置の効果についてで

すが、本県におきましては、第１期の長崎県特別支援教育推進基本

計画が策定されました平成２３年度時点において、知的障害特別支

援学校の生徒数の増加が著しいことが課題となっておりました。そ

こで、全県的な視点に立って、分校、分教室の設置を進めてきたこ

とによって、多くの特別支援学校が、開設当初に想定した適正規模

の生徒数となっております。ですから、佐世保特支、虹の原特支の

生徒数が減ったのは、今年度に限ったことではございません。２３

年度以降、順次、少なくなってまいりました。 

次に、今年度の特徴についてですが、まず虹の原特別支援学校か

ら御説明申し上げますと、大きく志願者が減った要因として、まず

虹の原特別支援学校の中学部を卒業する３年生の生徒数が少なかっ

たことがあります。昨年度は２８名でしたが、今年度は１７名で  

１１名も少なくなっております。また諫早市、大村市の中学校の特

別支援学級の生徒数が少なく、昨年度の５０名から今年度４４名と

減っております。それと、特別支援学級から高等学校を志願する生

徒が増えたのではないかと考えております。これらが重なって、虹

の原特別支援学校の志願者数が今年度は減っている状況かと思いま

す。 

次に佐世保特別支援学校についてですが、卒業生の数はあまり変

わっておりません。ただ、佐世保市、松浦市、平戸市、佐々町の主

に佐世保特別支援学校に進学するであろう市町の知的障害特別支援

学級生徒数が、令和２年度に比べ大きく減少をしております。この

ことから、佐世保特別支援学校の今年度の志願者が減ったのではな

いかと考えております。以上でございます。 

 

（廣田委員） 

ある意味、分教室、分校を設置して、それぞれの学校が適正規模

に近づいているということは、非常に望ましい傾向だと思います。

それとこの資料４ページに、志願者数の推移が出ています。これを

見ていくと、２９年度から２８３、２９５、２７７、２５７、今年

度が一番少なくて２２９という高等部の志願者になっています。長

崎県の人口が減少しているので、それと並行して、高等部の志願者

数というのも減っているのか、実際はもっと大きな問題もあって、
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例えば今まで行っていなかった生徒たちが高等部に行くように、意

識が向上して、上がってきているんだという、いろんな見方はある

と思いますが人口減少にあわせて減ってきていると捉えていいんで

すか。 

 

（宮﨑特別支援教育課長） 

まず特別支援学校小中高等部、専攻科あわせてですが、全体とし

ては増えてきております。これは小中学部の増加が目立ってきてい

るという状況にあります。高等部につきましては、平成２８年がピ

ークの８１０名でやや高どまり傾向、もしくは若干、減ってきてい

る状況にあるということでございます。 

 

（廣田委員） 

私が聞いたのは年度で見ていくと、何か減っていくように見えて

います。例えば、新しく入学してくる生徒たちが。そこのところが、

全体としての数は、まだ小中段階があって膨らんでいくんだろうと

は思いますが、高等部自体としては減ってきているように見えるの

で、そこをお聞きしました。 

 

（宮﨑特別支援教育課長） 

高等部だけを見ると若干、減ってきているように見えますが、も

う少し推移を見ないとわからないところがあり、その年度の特徴に

よることもございますので、もう少し推移というものを見ていきた

いと思っております。 

 

（廣田委員） 

わかりますが、私としては、長崎県の特別支援の学校に対する措

置が有効に効いてきて、ある程度、増えてきた分もあると思います。

保護者の意識もあって、ちゃんと特別支援学校に行かせようという

意識が働いて、増えてきた分もあると思います。あるいは高等学校

にも受け入れますよね。ですから、そういう意識の変化もあったり、

あるいは人口減少もあって減ってきているんではないかと思いまし

た。２２９という数字を見たら減ってきているように見えるんです

よね。 

 

（宮﨑特別支援教育課長） 

確かに減ってきているということもございます。逆に高等学校に

進学する生徒も若干増える傾向にありますので、インクルーシブ教
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可 決 

 

第１８号議案 

 

 

 

育が進んできているということも考えられるかと思います。 

 

（池松教育長） 

お尋ねは、今まで特別支援学校だけが選択肢だったのが、さっき

も課長が説明されたように、いわゆる通常の高校に行く子どもたち

も増えてきているんだというのであれば、当然、特別支援学校に行

く進学者の数は減ってくる傾向ということの説明がつくんだろうと

思います。廣田委員のお尋ねは、そういう趣旨なのかどうかという

ことだったと思います。 

 

（宮﨑特別支援教育課長） 

昨年度と一昨年度と比べますと、特別支援学級から高等学校を志

願する生徒が若干でございますが、増える傾向にございます。今年

度はまだわかりませんので、はっきりとわかりませんが、高等学校

に進んでいる生徒が増えているということも１つの要因であるかと

思われます。 

 

（池松教育長） 

よろしいですか。 

 

（廣田委員） 

はい。 

 

（池松教育長） 

ほかにございませんか。 

特にないようですので、質疑・討論をとどめて採決いたします。 

第１７号議案は原案のとおり可決することに御意義ございません

か。 

 

「異議なし」と呼ぶ者あり 

 

（池松教育長） 

御異議ないものと認めます。よって第１７号議案は原案のとおり

可決することに決定をされました。 

続いて、第１８号議案について、提案理由を説明願います。 

 

（宮﨑特別支援教育課長） 

冊子１の６ページ、第１８号議案「長崎県立学校管理規則の一部
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改正について」、ご説明いたします。 

資料に記載しておりますとおり、提案理由は長崎県特別支援教育

推進基本計画第４次実施計画に基づき、令和３年４月に平戸市田平

中学校内に、県立佐世保特別支援学校北松分教室（小・中学部）を

設置し、県立佐世保特別支援学校高等部北松分教室と併せて県立佐

世保特別支援学校北松分校とすることに伴い、長崎県立学校管理規

則の一部を改正しようとするものであります。以上で説明を終わり

ます。御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

 

（池松教育長） 

これより第１８号議案について質疑・討論を行います。御質問、

御意見等ございませんか。 

 

（廣田委員） 

これは規則案なので、これでいいと思いますが、少しわかりにく

かったのは、７ページの改正後の位置の欄です。例えば佐世保特別

支援学校の本校は佐世保市にありますということで、これは本校だ

からわかりますが、一番下の欄の高等部上五島分教室が南松浦郡の

新上五島町となっています。こうなってくると、上五島高校内にあ

るのか、あるいは中五島高校内にあるのかが一般の人が見たときに

わかりません。これはおそらくパンフレットなどで説明すれば十分

なのかもしれませんが、一般の人から見たら、例えばどこの学校に

あるというところまで書いてくれた方が、わかりやすいんじゃない

かと思いました。そういうきちんとした説明資料があればいいんで

す。これは規則案なので、意見です。 

 

（宮﨑特別支援教育課長） 

確かに、現在は市町名しか記載されておらず、設置校が示されて

おりません。一番下の例で申し上げますと、南松浦郡新上五島町内

上五島高等学校という表記になるかと思います。一方、小中学部と

高等部を設置する分校となりますと、例えば、その上にあります北

松分校ですが、小中学部が田平中学校内に、そして高等部が北松農

業高校内に設置するため、両校を記載する必要が生じますので、ど

のような表記がいいかということは、今後、検討してまいりたいと

思います。パンフレット等とか学校案内につきましては、きちんと

設置学校を載せているという状況でございます。 
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（池松教育長） 

念のため申し上げると、これは県立学校ですから、高等学校も入

ります。例えば諫早高等学校といえば諫早市だから、そこで終わり

ます。特別支援学校だけは、今、おっしゃったように、いわゆるど

この学校と併設しているかというのを、説明は要るのかもしれませ

んが、規則の中で謳い込むと今度は、高校と特別支援学校の表記に

違いが出てくるということもあります。廣田委員がおっしゃったよ

うに利用者というか活用する方々に、しっかり情報が伝わるような

制度にしないといけないかと思います。 

ほかにございませんか、よろしゅうございますか。 

特にないようですので、質疑・討論をとどめて採決いたします。 

第１８号議案は、原案のとおり可決することに御異議ございませ

んか。 

 

「異議なし」と呼ぶ者あり 

 

（池松教育長） 

御異議ないものと認めます。 

よって、第１８号議案は原案のとおり可決することに決定をされ

ました。 

続いて、報告事項に入ります。報告事項（１）について説明をお

願いします。 

 

（桑宮総務課長） 

それでは、私の方から報告事項（１）「令和２年１１月定例県議

会の概要について」、御説明を申し上げます。冊子１の８ページを

お開きいただきたいと思います。 

１番の会期と日程については記載のとおりでございます。２番の

教育委員会関係の議案につきましては、第１５９号議案、職員の給

与に関する条例等の一部を改正する条例のうち、関係部分のほか、

記載の議案について審議がなされ、いずれも原案のとおり可決され

ました。一般質問等につきましては、その下の３番に記載のとおり、

次期長崎県総合計画チェンジ＆チャレンジ２０２５における不登校

児童生徒への支援をはじめ、６項目の質問がございました。概要に

つきましては、別冊でお配りしております赤いインデックスがつい

ている報告事項（１）の資料、令和２年１１月定例県議会の概要に

ついての１ページから５ページに記載しているとおりでございま

す。 
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それでは、その主な内容について、御説明を申し上げたいと思い

ます。別冊資料の方の３ページをお開きいただきたいと思います。

３ページの上の方ですが、社会的孤立についてという◇のタイトル

がついておりますが、饗庭議員の方から、「子どもが自ら命を絶つ

事件は、二度と起きてはいけないと考えており、学校での自殺予防

のための取組強化の必要性について伺いたい。」との質問があり、

「専門的知見を有する臨床心理士等を講師として教職員を対象とし

た自殺予防研修会等を通して教職員の資質向上を図っており、電話

やＳＮＳ相談窓口等による悩みの早期発見、スクールカウンセラー

等や関係機関との連携による早期解決等教育相談体制を整えてい

る。今後はこれまでの取組に加え、外部講師による児童生徒の心に

響く講話等を取り入れるなど、命の大切さに気づかせる教育の充実

に努めてまいります。」と答弁をしております。 

冊子１の９ページの方にお戻りいただきたいと思います。４番の

文教厚生委員会等における主な質疑事項でございます。１１月２５

日に給与条例改正関係の委員会が行われ、教職員の期末手当の減額

についての質疑がございました。１２月８日から９日にかけての委

員会等では、第１２２号議案の審査におきましては、諫早特別支援

学校改築工事について、第１４４号議案の審査においては、県立体

育施設の指定管理者制度について、第１５３号議案の審査において

は、次期長崎県総合計画における全国学力学習状況調査についての

質疑や、その他、所管事務に関する質疑がございました。 

その主な内容を御説明申し上げたいと思います。別冊資料に戻り

まして、５ページの下段の方を御覧いただきたいと思います。５ペ

ージの一番下の方に、第１２２号議案についての説明がございます。

諫早特別支援学校改築工事について、松本委員から、「工事の一部

取りやめにより発生した業者に対する様々な負担はどのように対応

するか。」との質問がございました。これに対して次のページにな

りますが、「現在、土木部において、工事内容の変更に関して受注

業者と協議を行っており、工事中断前に、既に受注者が発注してい

た資材については買取りを行う予定としている。」と答弁をしてお

ります。 

また条例議案の主な内容としましては、別冊資料の７ページの一

番上を御覧いただきたいと思います。堀江委員からの、次期長崎県

総合計画における全国学力・学習状況調査について、「新型コロナ

ウイルス感染症の影響で今年度は全国学力調査が中止となり、活用

できない状況であるが、どのような対応となったのか。」との質問

に対し、「全国学力調査については、実施はなかったが、学力調査
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の調査問題については各学校に配布され、国から活用の依頼があっ

ており、本県においては各学校で調査問題を用いて実施することで、

子どもたちの学力の改善に活用するようにお願いした。」と答弁を

しております。 

さらに、議案外の主な内容につきまして、御説明を申し上げたい

と思います。同じ別冊資料の８ページをお開きいただきたいと思い

ます。８ページの中段あたりに、松本委員からの公立高校卒業予定

者の就職についての質問があっております。これにつきましては、

「コロナ禍で求人が減る中、卒業までに就職が決まらない生徒を、

どのようにフォローするのか。また早期離職者に対してはどのよう

な取組を行っているか。」との質問に対し、「６月までは、新規求

職者の扱いであるので、引き続きしっかりとフォローを行い、７月

からは一般求職者になるが、求人情報の中から過年度生も受験でき

る企業の情報を収集し、ハローワークにつなげるなどのフォローを

行っていく。また早期離職者に対しては、離職した場合は、学校に

連絡して相談してもらうことで、ハローワークにつなぐなどの支援

に加え、若年者を中心とした既卒者のＵＩターンの就職支援を行う

人材活躍支援センターについても、離職の相談があった卒業生に対

し、情報提供を行っていく。」と、答弁をしております。 

その他の概要につきましては、本資料の５ページから１３ページ

までに記載しているとおりでございます。以上で説明を終わります。 

 

（池松教育長） 

ただいまの報告について、御質問等ございませんか。よろしいで

すか。 

 

（廣田委員） 

７ページの義務教育課長が答弁されている全国の学力調査につい

て、実施はされなかったが、調査問題を用いて実施することで、そ

の後、悉皆調査という答弁があっているようが、全部の学校に、一

応、調査問題を解いてもらって、その結果まで報告を求めたという

ことですか。 

 

（加藤義務教育課長） 

学力調査につきましては、本年度４月に実施をするという予定で

進んでおりました。これが新型コロナの状況を受け、国として定め

た日での実施は行わないという決定がなされております。その後、

７月になりまして、それぞれの学校に調査問題が配布をされました。
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その問題につきましては、国の方もできるだけ各学校で活用してほ

しいということで、配布をしております。私どもも配布された問題

については各学校での実施をしていただいて、それぞれの学力の見

取りという形で使っていただいております。また、８月の末までに

実施ができて、それが県への報告ができるような学校につきまして

は、私どもの方で取りまとめまして、そして、そこでの一定の数値

を学校や市町の教育委員会に参考としてお返しをしているという状

況でございます。 

 

（廣田委員） 

それではその調査結果は、この定例教育委員会で報告してもらえ

るんでしょうか。できたら、私も知りたいので報告をしていただけ

ればと思います。 

 

（加藤義務教育課長） 

今回の結果につきましては、まず実施の時期が例年と異なってい

ったということ、また各学校、休業した日や夏の学校を開いた日に

ちも異なったということで、例年と比較できるような資料にはなっ

ておりません。各市町の教育委員会とも、これは非公表という形で、

それぞれの学校で活用していただくということでお願いをしている

状況です。 

 

（廣田委員） 

了解いたしました。 

 

（小松委員） 

どうしても興味があるのが就職のことです。コロナの関係で、求

人が減るということがあるだろうし、それから、過年度、勤められ

ていらっしゃっても、いろんな関係で就業がままならないという

方々もたくさんいるかと思います。今回のいろんな出来事、それか

ら、その調査については、例年以上に力を入れてやっていただくよ

うにお願いしていただきたいと思います。どういう影響が出てきて

いるのかです。状態を見ながら、また学校とよく相談しながら、各

企業の動きがまた出てくるかと思いますので、よろしくお願いいた

します。 

 

（狩野高校教育課長） 

今、御指摘のとおり、今年は例年とは違う年度になっています。
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それは就職者についても、進学を希望する生徒についてもでござい

ますので、年度末には何らかの形できちんと学校に聞き取りながら、

コロナの影響がどのように出たのかということは、調査してまいり

たいと考えております。 

 

（小松委員） 

よろしくお願いします。 

 

（池松教育長） 

ほかにございませんか。よろしいですか。 

それでは、御質問がないようですので、続いて報告事項（２）に

ついて、説明をお願いします。 

 

（狩野高校教育課長） 

資料１１ページの報告事項（２）を御覧ください。 

去る１月１６日と１７日の両日、大学入試センター試験の後継と

して初めて実施をされました、「令和３年度大学入学共通テスト」

について、御説明を申し上げます。 

まず１の概要を御覧ください。日程につきましては、当初、１月

１６、１７日のみの実施が計画されておりましたが、新型コロナウ

イルス感染症の影響で、今年度は第２日程が設定をされまして、１

月３０日と３１日に記載の教科、科目のテストが実施される予定と

なっております。（２）の県内の会場につきましては、第１日程は

記載の９会場において実施をされました。また第２日程は長崎大学

の文教キャンパスのみでの実施が予定をされております。 

次に２の志願者数等を御覧ください。（１）では平成２９年度か

ら今年度までの５年間の、本県と全国の志願者数等の推移をお示し

しております。今年度の本県の志願者数計、表の右上ですけども、

５，３１５人につきましては、第１日程と第２日程の合計人数とな

ります。本県の第２日程での受験は１名が志願をしております。志

願者数につきましては、長崎県、全国ともに昨年度に比べ、減少し

ておりますが、これは本年度から新しい大学入試が実施されるとい

うことで、特に過年度卒業生の減少が大きくなっております。その

ため現役占有率が高くなっている傾向があります。また、下の表の

（２）におきましては、志願者のうち、離島４校で受験する志願者

数の推移をお示ししております。離島会場受験者についても、生徒

数の減に伴いまして、４校での受験者も減少しているような状況で

す。平成２９年度と今年度の受験者数を比較すると、２割強減少し
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ております。 

最後に、３の今後の日程を御覧ください。国公立大学の入試日程

等については記載のとおりとなっております。説明は以上でござい

ます。 

 

（池松教育長） 

ただいまの報告について、御質問ございませんでしょうか。 

 

（廣田委員） 

報道では、大学の入学共通テストの場合には、例えば席も１メー

トル空けるとか、医師や看護師を待機させるとか、もう１つは   

３７．５度以上の生徒はもう受験させないとか、そういうのが報道

で流れました。厳しいなと思いましたが、実際に本県の場合も、例

えば３７．５度以上で受験できないという生徒が出てきたのかどう

かですね。 

 

（狩野高校教育課長） 

私が報告を受けている範囲でございますけが、２名が発熱等で第

１日程を受けれず、第２日程の方で受験をすることになったと聞い

ております。 

 

（廣田委員） 

次の日程があるから安心はしていますが、報道でものすごく鼻を

出してどうこうということもありました。そういうことは長崎県で

はなかったようですので、安心はしていますが、大学で受験する際

に、従来は引率の先生も大学に入って、生徒たちを激励していまし

た、今回はできたんでしょうか。 

 

（狩野高校教育課長） 

例年ですと、引率者の控え場所や待機場所というのを、各大学で

準備をいただいていますが、今年度はコロナの対応ということで、

各大学とも引率者の控室というのは設置をされておりませんでし

た。ただ、大学によっては、朝の生徒たちの集合時間とか、もしく

は試験と試験の間は、校内に入って生徒と会うことができたと聞い

ております。 

 

（廣田委員） 

試験と試験の間には入ってよかったというので、生徒たちも先生
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方も安心はされたと思いますので、少しほっとしていますが、今年

の受験生は本当、大変だったと思います。普通であったら安心して

受けられる体制までもっていけたのが、このコロナ禍で大変な影響

がありました。今後、自己採点をして、大学の二次試験等を受けて

いくと思います。そういう際に、報道では例えば面接にしても、高

等学校と大学をインターネットで結んで、要するに、Ｚｏｏｍなど

を用いて面接をするということも聞いたので、おそらくそれは本当

だろうと思いますが、そういう方向の面接も実施されていくんでは

ないかと思います。今度、高校入試がありますよね。その際に、大

学の場合には広い教室があって、１メートル空けるということもで

きるんでしょうが、高校の場合は４０人掛けの普通教室の中で、前

であったら普通の教室の中に４０人を詰め込んで、１メートルも空

けないで受験をさせたと思います。そういうことは高校入試でどう

していくのでしょうか。医師と看護師の待機というのは少し無理じ

ゃないかと思いますが、学校には養護教諭がいるので、そういう対

応はできるのかなと思います。熱の問題も報道されたような対応に

高校入試もなっていくのかどうか。少し気が早いんですけども、間

近に迫っているので、例えば２０人で１教室にするとか、何かそう

いう方針はあるんですか。 

 

（狩野高校教育課長） 

例年ですと１教室当たり、おっしゃったとおり受験者数４０名と

していますが、今年度につきましては、３０名を上限として、机と

机の間隔を空けての実施を予定しております。また医師、看護師の

待機というのは、現実的に難しいですので、管理職、養護教諭が、

もし何かあったら学校医等と相談しながら対応していくということ

になっていくだろうと思っています。また、受験の当日ですが、受

験者全員、高校教育課が作成しました健康状態のチェックリストと

いうのを配布をしており、その提出を求めております。チェックリ

ストの項目としましては、当日、朝の体温を記載してくるというこ

とと、あとは咳とか喉の痛みとか鼻水とか頭痛とか、そういう症状

があるかないかというチェックリストでございます。もしそういう

症状がございましたらば、原則的には、別室での受験を考えていま

す。 

 

（廣田委員） 

大学の共通テストもそうですけど、高校入試の場合も、今度はも

う中学校を卒業してくる生徒たちが受けていくわけですから、本当
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に繊細な配慮といいますか、そういうものをもって受験に臨んでほ

しいし、今度の場合、前期日程と後期日程に分けていたので、１回

だけの受験ではないんですよね。そういう意味ではチャンスは２回

あるので、そういう意味では、そういう制度改革をしていてよかっ

たのかという思いも持ちました。本当に十分な配慮をして臨んでい

ただければと思います。要望です。 

 

（池松教育長） 

ほかに、御質問ございませんでしょうか。よろしいですか。 

特に御質問がなければ、続いて報告事項（３）について、説明お

願いします。 

 

（山﨑高校教育課人事管理監） 

資料１２ページの報告事項（３）「令和３年度長崎県公立学校教

員（韓国語）特別選考試験、令和３年度県立学校職員（実習助手、

寄宿舎指導員）採用試験（第２次試験）結果について」、御報告い

たします。 

教員採用特別選考では、韓国語１名採用ということで、１２月  

１０日に筆記試験、小論文、面接の試験を行いました。これらの結

果については、黒田委員に突合を行っていただきました。ありがと

うございました。 

資料の２、（１）の表のとおり、志願者１名について適性等を慎

重に判断し、合格としております。４月からの採用で対馬高校での

勤務となります。 

続きまして、県立学校職員については、Ａ採用、障害者特別採用

選考として、実習助手の理科と特別支援を全体で若干名、採用、そ

してＢ採用、通常の選考となりますけれども、こちらの方は実習助

手の理科、農業、工業機械、工業化学、工業建築、特別支援につい

て、各１名採用、そして寄宿舎指導員を２名採用ということで募集

をし、１２月１４日に採用選考試験の第２次試験を行いました。試

験では小論文と個人面接を実施しております。これらの結果につい

ても、黒田委員に選考資料の突合を行っていただきました。選考結

果につきましては２、（２）の表のとおり、Ａ採用では実習助手の

第一次試験合格者８名のうち、特別支援１名を最終合格としており

ます。Ｂ採用では、実習助手の第一次合格者、こちらが全体で２７

名おりましたので、第２次試験の選考の結果、理科１名、農業１名、

工業機械１名、工業化学２名、工業建築１名、特別支援１名、全体

で７名を合格としてあります。工業化学につきましては、正規の工
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業化学の実習助手が教員採用試験に教員として合格したことから、

それを補うために、当初の予定に１名追加して、２名の合格として

おります。寄宿舎指導員は、第１次試験合格者７名のうち、選考の

結果、最終合格者を２名としております。なお、結果につきまして

は１月２２日金曜日に発表する予定です。新年度の４月からの採用

ということになります。以上、御報告いたします。 

 

（池松教育長） 

ただいまの報告について、御質問等ございませんでしょうか。 

 

（小松委員） 

これは受験者と志望者だけ書いてありますが、ニーズが何人ある

のかがよくわかりません。これは第２次合格者の数字が合格してほ

しい数字なんですか、ニーズなんですか。 

 

（山﨑高校教育課人事管理監） 

合格者数といたしましては、定年退職者数等を考慮しまして、合

格者数を出しております。 

 

（池松教育長） 

合格者数が採用予定者数とほぼイコールということでいいんです

よね。 

 

（山﨑高校教育課人事管理監） 

はい、そうです。 

 

（池松教育長） 

さっきの工業化学だけは、急に辞めた人がいたので、人員を増や

しましたということですか。 

 

（山﨑高校教育課人事管理監） 

はい、そうです。 

 

（小松委員） 

そしたらＡ採用の理科の実習助手が今回、だめだったんですよね。

こういう場合はどうするんですか。 
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（山﨑高校教育課人事管理監） 

実習助手の理科につきましては、このＡ採用の障害者特別採用選

考とＢ採用が同じ職種になりますので、Ｂ採用の方で１名採用して

おりますので、カバーができます。そしてＡ採用につきましては例

年、若干名ということで、募集をしているところです。 

 

（池松教育長） 

特別採用ということは、いわば、ざっくりと別枠関係ということ

も半分あります。 

 

（小松委員） 

足らないから、いろいろ困るということではないんですね。 

 

（池松教育長） 

採用を進めるという目的もあります。 

 

（小松委員） 

わかりました。 

 

（池松教育長） 

ほかに、ございませんか。 

ないようであれば、続いて報告事項（４）について説明をお願い

します。 

 

（宮﨑特別支援教育課長） 

資料１４ページ、報告事項（４）「令和３年度県立高等学校にお

ける『通級による指導』実施校について」、御報告をいたします。 

令和３年度県立高等学校における「通級による指導」の実施校に、

新たに諫早東高等学校を加えたいと思います。２の実施校決定の理

由についてですが、１通級指導教室当たり１０名程度の対象の生徒

が見込める学校であり、校長から要望があった学校の中から、特別

支援教育に対する支援体制や地域性、学校の特色等を考慮して決定

をしております。諫早東高等学校においては、発達障害等の可能性

から対人関係を築くことが苦手な生徒や、不登校傾向の生徒、行動

面に課題がある生徒などが複数名、在籍しており、通級による指導

を実施することで、生徒の障害の状態に応じた、きめ細かな指導が

可能になると考えております。また、令和元年度から、特別支援教

育支援補助員を配置し、生徒の情報を共有し、全職員による共通理
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解のもと、組織的に指導する体制も整っております。これまで長崎

地区や佐世保地区等におきましては、通級による指導を行ってまい

りましたが、県央地区には、その設置がございませんでしたので、

今後、県央地区の高等学校における特別支援教育の充実にもつなが

るものと考えております。以上で、説明を終わります。 

 

（池松教育長） 

課長、通級による指導について、概要を補足して説明をお願いで

きますか。 

 

（宮﨑特別支援教育課長） 

通級による指導は、主に自立活動という指導領域の指導を行う指

導の形態でございます。この自立活動というのは、特別支援学校の

学習指導要領に定められております指導の形態でありまして、一人

ひとりの学習上・生活上の困難を改善、克服するための指導でござ

います。例えば、高等学校におきましては、コミュニケーションが

うまくとれないとか、他者の気持ちがうまく読み取れないとか、そ

ういった生徒に対して、友達とうまくコミュニケーションをとるに

はどのような方法をとればいいかとか、人の気持ちを読み取るには、

どんなふうに顔の表情を読み取ればよいかなど、その一人ひとりの

生きづらさといいましょうか、その生徒が持つ生きづらさに対して、

どのような対応をしていけばいいかということを指導していくよう

な指導の形態でございます。主に、教師１名がその学校に配置され

て、個別に授業から取り出してマンツーマンで指導を行ったり、あ

るいは少人数で指導を行ったりするような指導の形態でございま

す。 

 

（池松教育長） 

通級ということですから、通常は普通学級にいて、今、おっしゃ

ったような自立活動の、いわゆる訓練というか領域のために違うク

ラスに行って、その子だけ特別に指導してもらうということでいい

んですか。 

 

（宮﨑特別支援教育課長） 

はい。 

 

（池松教育長） 

そういうことでございます。 
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ただいまの報告について、何かご質問ございませんでしょうか。 

 

（伊東委員） 

この通級というシステム自体は、授業の時間帯というか、割と授

業を割いてあるんでしょうか。それと、ほかのクラスの生徒は、こ

の生徒が通級に行っているということが、わかるような状況になっ

ているんでしょうか。 

 

（宮﨑特別支援教育課長） 

通常は普通の授業を受けております。その生徒が週に１回、もし

くは多くて２回ほど抜けて、個別の指導を行っております。その指

導を受けているかどうかということについては、できるだけ他の生

徒には、あまり知られないようにしている学校と、もうオープンに

して、通級による指導を今から受けに行きますという学校があると

聞いております。 

 

（伊東委員） 

ありがとうございます。最初の議案のときから、少し疑問に思っ

ていたんですが、発達障害の生徒に対して、知的障害や身体障害と

いう項目はあったんですが、それに発達障害児というのは入って来

ないなと思いながら拝見していました。高校になると、そういう発

達障害の生徒というのは、こういう対応で、どこもされているのか

どうかというのを教えていただきたいんですが。 

 

（宮﨑特別支援教育課長） 

今、委員、御指摘のとおり、義務教育段階では、知的障害のお子

さんも特別支援学級という制度がございますので、その中で、知的

障害のお子さんは学ばれておられました。ただ、高等学校になりま

すと、特別支援学級という制度がございませんので、知的障害のお

子さんは基本的には特別支援学校で学ぶということになります。 

 

（池松教育長） 

発達障害のことについてのお尋ねです。 

 

（宮﨑特別支援教育課長） 

発達障害のお子さんは、義務教育段階であると情緒障害学級や、

もしくは発達障害で知的障害を伴う場合は、知的障害の学級におら

れます。高等学校になってまいりますと、特別支援学級という制度
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がございませんので、主に発達障害の生徒は、通常の学級もしくは

こういう通級による指導を利用して専門の教育を受けるという形態

になります。 

 

（池松教育長） 

補足をすると、発達障害で特別枠があるところは少ないです。今、

言ったみたいに小中学校でも情緒障害として特別支援学級にするの

か、通級でするのかという感じですね。高校は、ここに書いている

とおり、今、始まったばかりなので通級指導校はまだ少ないです。

発達障害の生徒も知的障害がなく、学力が同じだとすれば普通学級

にいますから、その中で通常の教育を受けているんですけど、こう

いう特別ないわゆる療育というか訓練を、近ごろ取り組み始めたと

いうことです。そういった意味では通級という制度が高校では、ま

だ少し遅れているという感じです。小中学校では、発達障害だけじ

ゃなく、聴覚などいろんな通級指導がありますが、だから今からと

いう感じです。先ほど特別支援教育課長が御説明したとおり、県央

になかったんで、諫早東でモデル的にやることによって、今後、波

及していくようになればということです。 

 

（伊東委員） 

よくわかりました、ありがとうございます。 

 

（池松教育長） 

ほかにございませんか。よろしゅうございますか。 

御質問がないようですので、次いて報告事項（５）について説明

をお願いします。 

 

（安永児童生徒支援課長） 

１５ページ、報告事項（５）、「『長崎っ子の心を見つめる教育

週間』の取組結果等について」、御報告いたします。 

今年度は例年５月～７月の期間に実施している本教育週間を、新

型コロナウイルスの感染状況を鑑みて、９月から１１月の間で各学

校が設定する期間に実施しました。重点項目を「学校と家庭や地域

住民が連携して、児童生徒が命を輝かせて生きようとする心情を育

むとともに、情報モラル教育教材、『ＳＮＳノート・ながさき』を

活用し、情報モラルについての理解を深める」と設定し、学校、家

庭・地域・関係機関が連携して取組を行いました。実施状況は１５

ページ中ほどから記しておりますが、期間中の学校への訪問者数は、
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昨年度より２万６，８２９名少ない、約８万３，９２７人となって

おります。訪問者数、協力者数は減少しているものの、新型コロナ

ウイルスの感染及びその拡大リスクを可能な限り低減しつつ、学校、

家庭、地域が連携、協力しながら「地域の子どもを地域で育む」と

いう気運を高めることができました。 

１６ページにも記していますが、各学校では「（２）学校で取り

組む重点５項目」に記す内容に従って「生命を尊重し、大切にする

心情の育成」や、「いじめはいけないことだという意識の育成」な

ど、具体的な取組が行われております。また今年度はコロナ禍を受

けて、地域の実情や学習の進捗状況等による道徳の授業公開を設定

できなかった学校もありましたが、重点目標である「情報モラル教

育教材、『ＳＮＳノート・ながさき』を活用した情報モラルの実施」

については、前年度の８８％の実施率から、今年度９５％の実施率

となり、情報モラルの学びを通して、相手の立場に立った言動など

を大切にする心情を育むことができたと考えております。 

本教育週間の取組は、今年度で１７年目を迎えましたが、今年度

は新型コロナウイルスによる実施が難しい中、各学校、家庭・地域

の協力のもと、心豊かな長崎っ子の育成に向けた取組がなされたも

のだと考えております。次年度につきましては、ＧＩＧＡスクール

構想によるインターネット環境を含め、児童生徒を取り巻く生活環

境が大きく変容する中での実施となりますが、今年度の重点目標に

継続して取り組むことで、児童生徒が命を輝かせて生きようとする

心情を育むとともに、情報モラルについての理解を深めていきたい

と考えます。また、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、日

程調整、授業形式、参加形態などを工夫しながら、地域の実態に応

じて、弾力的に取り組むことができるよう、今後も家庭や地域との

連携を引き続き図りながら、本教育週間の取組を推進していきたい

と考えております。以上です。 

 

（池松教育長） 

ただいまの報告について、御質問ございませんでしょうか。 

 

（廣田委員） 

この「長崎っ子の心を見つめる教育週間」は、長崎県で起こった

重大事件を、とにかく見つめ直して、もう１回、長崎の子どもたち

の健全な育成を図るということで、意義は非常にあると思います。

ただ、今年、コロナ禍ということの中で見た場合に、たまたま５月

から７月に設定していたのが、今度は９月から１１月にして、ちょ
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うど長崎県のコロナが、あまりひどくならない時期だったからよか

ったようなものの、こういう教育週間を設けて公開授業を実施する

ということは、ある意味言うと、部外者を入れて、学校が、そうい

うコロナを招き入れるという結果にもつながりかねないことではな

いかと考えました。日本人の性格というのか、ある新聞の一面のコ

ラムに、こんなことが書いてありました。ちょうど終戦間近の御前

会議の様子と今度のオリンピックの実施についての今の政府の対応

を比較するコラムがあって、興味深く読みました。日本人の性格と

して、政権に当たっている人たちは、どうしても実施せざるを得な

いという方向でいって、ああいう悲惨な戦争の結果になったという

論調でした。このオリンピックを実施するかどうかについて、今、

国民の意見を踏まえると、どうなのかということが書いてありまし

た。そのこととこれが、例えば長崎県はコロナが今ピークを迎えて

いるときに、こういう週間を設けて、公開授業をしなさいみたいな、

通知をもし出したとしたら、ある意味、問題になるんじゃないかと

思います。ある意味、見合わせるというのかな、そういう週間の内

容について、公開授業という言葉が、本当にここで適当なのかどう

かも問われてくると思いました。そういうことに対して担当はどう

思っていますか。 

 

（安永児童生徒支援課長） 

まず、今年度の状況としまして、例年、行っている５月から７月

を９月から１１月に移動させて行ったという状況のもと、学校から

は、感染状況が落ち着いている状況の中で、学校・家庭・地域が連

携しながら弾力的に、できる範囲で取り組むことができてよかった

という報告を、比較的、多く受けております。授業公開率も毎年  

１００％でしたが、今年度は９６％とマイナス４％の減ということ

で、一定の公開授業の達成率は、このコロナ禍においても、できる

範囲でやったのかなと思っています。実施の方法については、公開

授業を分散して行ったり、当然ですが、万全の感染防止対策を行っ

たり、人数制限を行ったりしているところですが、どっちを優先す

るかということについては、時期と状況を判断しながら、来年度に

向けて検討していかなければいけないと思っておりますが、現時点

では、実施の方向で５月から７月をめどに例年の継続を考えながら

実施していきたいと考えているところです。 

 

（廣田委員） 

この趣旨は本当に大事なことだと思います。ただ、コロナが本当
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に終息するのかといったら、イギリスでしたか、ものすごく流行性

の強いウイルスに変異しているというような状況もあるし、ある意

味、中止という判断も持ちながら、判断すべきなのではないでしょ

うか。学校は非常に忙しいと思います。そういう中で、今、子ども

たちはマスクをしていますが、マスクをしていると子どもたちの表

情がわかりません。教師もマスクをしているわけですよね。そうす

ると、その先生の感情も読み取れません。そういう状況の中で、こ

ういう公開授業というのをやって意味があるのかどうか、そういう

ことも踏まえて、先ほどのコラムではありませんが、決めたからず

っとやっていかないといけないということではなくて、内容を大き

く変えて実施するとか、そういう転換も必要じゃないかと思って、

あまり言いすぎかもしれませんが、そういう思いで言いました。 

 

（小松委員） 

廣田先生と同じような考え方を持っています。これだけコロナが

蔓延して、また次に変態するコロナが出てきますので、なかなか公

開で人を集めていくというのも難しくなってきます。せっかくのこ

の授業を少人数でやらざるを得なくなるというリスクがどうしても

あるかと思います。ＳＮＳノート・ながさきの事業者の名前は何だ

ったですかね。 

 

（池松教育長） 

本の名前ですね。事業者はＬＩＮＥです。教材の名前です。 

 

（小松委員） 

ウェブを使ってやれる方法があるかもう検討しとかないといけな

いと思います。 

 

（林田教育次長） 

先ほどから、委員の皆様から御心配の声と、それといろんな御提

案をいただいておりますが、私どもも、この取組というのが、１７

年経つということで、どうあるべきなのかをもう１回根本に立ち返

って考えなければいけないと思っております。このコロナ禍におい

て、終息しない中では、やはり皆様を集めて、いろんな形で催し物

をやっていくということについては、一定、問題や課題もあると思

っています。ただ、この取組を通じて保護者のみならず、地域の方々

が、総掛かりで学校を中心に、子どもたちの教育に向かっていただ

く、そういう機会を作ってございますので、そういう意味での意義
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は非常に大きいものと考えているところです。したがいまして、現

時点ではコロナが終息するという、そういう見通しの中で、計画を

立案してまいりますけれども、ただ、英断をもって当然、状況によ

っては中止ということも考えますし、それにかわる、先ほどから、

御意見をいただいている、いろんな形を変えての実施、趣旨を損な

わないような形での実施については、鋭意、努力をして検討を続け

てまいりたいと考えております。 

 

（池松教育長） 

よろしいですか。 

ほかにございませんか。 

 

（森委員） 

私は学校の方に見学に行ってきましたが、感染対策はしっかりさ

れておりましたし、基本的に地域の方は見かけませんでした。保護

者だけでしたが、参加者もとても少なく、逆に雑談もなく、密にも

ならず、コロナ禍の中での子どもたちの授業の様子等を伺い知るこ

とができて、私はとてもありがたかったなと思いました。地域の方

も保護者もそうですが、学校が顔をあわせたり、コミュニケーショ

ンをとる場になっていますが、それがほとんどない中で、この教育

週間のおかげで保護者の方と顔をあわせる機会、子どもたちの様子

を見る機会というのをいただけたので、私はとてもありがたかった

なと思っています。 

 

（黒田委員） 

重要な事業だと思っておりますが、１つだけ質問したいと思いま

す。この協力者数の中で、令和２年度が１校あたり１９名です。平

均してどういう方々が協力者として多いんでしょうか。 

 

（安永児童生徒支援課長） 

協力者数というのは、地域の方や、保護者の方、あるいは民生委

員の方など、限定せずに地域の方であれば、誰でもというとり方を

した結果の数であります。 

 

（黒田委員） 

こういう団体には、ぜひ参加をしてほしいというように、教育委

員会としてのスタンスというのはお持ちではないんでしょうか。 
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（安永児童生徒支援課長） 

県全体の団体には、いろんな団体に案内を出して協力依頼を行っ

ております。例えば民生協の方や、ＰＴＡ連合会など、あらゆる団

体に案内をして協力依頼をしているところで、それを受けて各学校

も地域の団体、あるいは保護者に対して協力依頼を行っているとい

うところです。 

 

（黒田委員） 

学校と地域をつなぐコーディネーターという方がいらっしゃいま

すよね。そういう方々をメインとして、こういうときこそ、一緒に

コミュニケーションをとりながら実施をしていくよということを言

われたら、もっと効果的にこれが実施できるのではないかという思

いがあります。いかがでしょう。 

 

（安永児童生徒支援課長） 

そういう連携のあり方については、各学校の校長先生などが判断

をしてやることでありますが、それは現時点でも率先して有効に連

携されているのではないかなと考えます。 

 

（黒田委員） 

できれば、そういうところは、むしろ県の教育委員会としては意

識して、逆に推奨していくということが必要ではないかなと思いま

す。各学校の校長先生にすべてお任せではなく、やはり県として、

こういう週間を設けて推進しているわけですから、そういうコーデ

ィネーターも活用していくことが効果的ではなかろうかと思いま

す。ぜひ、ここを考慮していただければと思います。 

 

（池松教育長） 

ほかにございませんか。 

さまざまな意見が出ましたので、１つは、ここにもある弾力的な

取組ということで、ベースは５月から７月ということに、過去の経

過からすれば意義がありますので、その方向ですが、時期も含めて、

今年度と同じようにずらすとか、地域の方の参加をどう求めるかと

いうのは、コロナの影響、それから地域によって同じコロナでも違

うと思いますし、学校の小中高の中身ですね、発達段階に応じた地

域の方々の関わり具合というのもあると思います。黒田委員がおっ

しゃったように地域コーディネーターがいらっしゃる地区について

は、その方々を活用して、地域とのつながりを密にしていくという
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こともあると思いますので、その辺は、通常以上に配慮、お願いを

したいと思います。機械的に実施ということだけではないというこ

とは、今までも、そのようなスタンスで進めてきましたので、特に

今年度またコロナの影響がよく見えないところがありますので、今、

出た意見を考慮して対応をお願いしたいと思います。 

それでは、続いて報告事項（６）について説明をお願いします。 

 

（草野学芸文化課長） 

ただいま、資料を配布させていただきました、報告事項（６）「県

庁舎跡地における埋蔵文化財調査について」、御説明をいたします。 

県庁舎跡地の埋蔵文化財調査（西側部分）については、昨年１１

月５日から２月末までの予定で発掘調査を進めております。資料の

４ページの現状写真、全体図を御覧ください。昨年度の範囲確認調

査により、黄色で示しました西側部分においては、江戸時代の土層

や遺構、３代目県庁舎の遺構を確認しておりました。昨年は４代目

県庁舎の基礎部分を残して調査をしており、面的な調査ができませ

んでしたが、昨年８月に基礎部分を取り除きましたので、今回は面

的な広がりを確認することを目的として、内容確認調査を実施して

いるところです。あわせて、全体図の赤いラインを引いたところで

すけども、そちらの方で石垣の残存状況の確認を行うこととしてお

ります。 

５ページを御覧ください。上の方の上段の写真になりますけれど

も、白い土嚢と土嚢の間のところ、そこが石垣の脇石の部分が出て

きているところになります。石垣の裏込めを確認しており、地中に

石垣が残存している可能性が高いと考えております。ただ、それは

赤いラインまでで、南側のように６０メートル続くような石垣は出

ておりません。第１別館を建築する際に、破壊され、なくなってし

まっているものと思われます。 

次に４ページの青いラインがあるところですが、そこの左側の黄

色の部分では、江戸時代の土層、盛土が面的に残っていることを確

認いたしました。技術水準の高い土木工事、地業の様子が確認をさ

れております。このほか写真、５ページの下段になります。近代、

明治時代以降のレンガの構造物を確認しております。３代目県庁舎

本館及び３代目県庁舎に付随する建物の基礎と考えております。地

山が急激に落ち込む地点を確認しており、敷地のもともとの地形を

検討する資料となるものと考えております。６ページ下段に写真を

掲載しておりますので御覧ください。出土遺物については、近世か

ら現代にかけて製作された陶磁器や瓦片、ガラス製品、レンガ片な
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どが出土しております。当初の計画では１月１６日土曜日に現地説

明会を開催する予定で計画をしておりましたが、新型コロナウイル

ス感染拡大防止のために見学会を中止し、ホームページ、このほか

県庁よかよかテレビにて映像を公開しております。本日は前の電子

黒板で、公開している映像を御覧いただきたいと思っております。

前の電子黒板を御覧ください。 

 

 （映像視聴） 

 

引き続き、江戸時代の盛土の下層に、遺構がないか、確認する調

査を１月末まで実施してまいります。以上で私の説明を終わります。 

 

（池松教育長） 

ただいまの説明について、御質問ございませんでしょうか。 

今の動画は県民の皆様にも配信するんですか。 

 

（草野学芸文化課長） 

 本日１時半から、よかよかテレビやホームページで、この映像が

御覧いただけるようにしております。 

 

（森委員） 

 映像の字幕が小さすぎて読めないときがある方がおられるかもし

れないと思いながら見ていました。字幕のサイズがころころ変わっ

ていたように見えました。それはどうにもならないですか。 

 

（草野学芸文化課長） 

 工夫してみたいと思います。 

 

（池松教育長） 

 地山という単語が出てきましたが、地山について解説をお願いし

ます。 

 

（草野学芸文化課長） 

 地山というのは、埋蔵文化財を調査するときに、人類の痕跡を追

いかけて調査を進めてまいります。恐竜などの化石がある岩石より

も上の層で、石器時代や縄文時代、弥生時代と続く、ここまでしか

残っていないというラインのところが地山で、それ以下は遺構がな

いところになりますので、地山が見えたということは、それより下
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には埋蔵文化財はないというところになります。 

 

（小松委員） 

 人間活動が見えるラインということですか。 

 

（池松教育長） 

 そうです。最低ラインといいますか、一番下ということです。 

 調査はあと２週間くらい残っていますので、最終結果はまた御報

告したいと思います。今のところあっと驚くようなものは出てきて

いないということであります。 

 特に御質問がなければ、続いて報告事項（７）について説明をお

願いします。 

 

（草野学芸文化課長） 

 １の冊子に戻っていただきまして、１８ページを御覧ください。

報告事項（７）『第６６回長崎県小・中学校児童生徒美術作品展「子

ども県展」について』、御報告いたします。 

目的、主催、共催、出品規定については、記載のとおりです。５

の審査についてですが、今回は、県内の小・中学校４７７校から、

８０,６５１名が参加、作品数としては、１０９,２６５点の応募が

ありました。４年連続で８万を超える参加となりました。例年と同

様に、一次審査、二次審査、特別賞審査の３度の審査を経て、特別

賞６０点、特選７７０点を選出しております。作品展については、

記載の日程で開催することとしております。総合展と佐世保市巡回

展では、特別賞と特選の全作品８３０点を、対馬市巡回展は、対馬

市交流センターで、特別賞６０点と対馬市の特選作品を中心に、約

３４０点の展示をいたします。特別賞表彰式は、１月３１日（日曜

日）長崎ブリックホール国際会議場にて、開催を予定しておりまし

たが、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から中止とし、各

学校で表彰伝達を行います。本日は、特別賞のうち、知事賞に輝い

た１０作品を、電子黒板で御紹介いたします。前方の電子黒板を御

覧ください。 

それでは、絵画部門から御紹介します。まず、小学校１年生の作

品です。さまざまな色を組み合わせた「自分だけの色」を使って、

一枚一枚の羽に注目し、一生懸命に塗り分けられています。色とり

どりのすてきな羽をもつ鳥が、力強く表現され、印象に残る作品と

なっています。 

次をお願いします。小学校３年生の作品です。黒い紙の上で、ふ
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わふわした水泡の中に、本来の色みではない、きみどり色を使い、

大変印象的で、美しいザリガニが描かれています。同じ仲間の色み

を、組み合わせる美しさに、気付くことができる作品となっていま

す。 

 次をお願いします。小学校６年生の作品です。作者から、『大浦

地区の好きな場所の風景画を、色づかいに気をつけながら制作しま

した。部分ごとに少しずつ色を変えながら、着色していきました。』

とのコメントが寄せられています。自然物の造形と建設物の持つ幾

何的な形の組み合わせは、美しいものだと改めて気づかせてくれる

作品となっています。 

次をお願いします。中学校３年生の作品です。作者から、『私は、

「将来」をテーマに、不安や希望などの気持ちを、いろいろな形や

色で表現しました。臨場感を出すために、鉛筆を紙一面に、大胆に

描き、工夫しました。』と紹介がありました。「不安と希望、作者

の気持ちが表出され、自分独自の世界観が独創的に表現された作品

となっています。」 

続いて、版画部門になります。小学校２年生の作品です。画面中

央のザリガニの色味が、とても美しく、目を奪われます。赤と緑の

コントラストの中に、黄色やオレンジがうまく溶け込み、白の画面

によく映えています。流れるグレーの曲線が、水の透明感を想像さ

せる、すばらしい作品となっています。 

次をお願いします。小学校４年生の作品です。おいしそうなマス

カットを、丁寧に切り取ろうとしている瞬間の顔が、大胆な構図で、

生き生きと表現されています。マスカットに濃淡をつけることで、

立体感やみずみずしさが表現できており、肌色等もよく工夫されて

います。髪の毛や服の配色も効果的で、表情豊かに表現され、主題

がよく伝わってくる作品となっています。 

次をお願いします。小学校５年生の作品です。縫物をするときの

表情から、集中力や緊張感が、見事に表現されています。手前の手

と針を持つ手の大きさを微妙に変えることで、遠近感が出せていま

す。デッサン力があり、針を持つ手など、しっかり表現できていま

す。背景も丁寧に彫って、空間表現ができており、効果的な配色が

なされ、生命感を感じる作品となっています。 

次をお願いします。中学校３年生の作品です。他の版画技法では

表せないリトグラフ特有のやわらかな線で、１５歳の自分を表情豊

かに表現しています。背景の表現も工夫され、作品全体から、やさ

しさと共に、凛とした強さも感じ取ることができるすばらしい作品

となっています。 
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次は、デザイン部門です。デザイン部門は、中学校のみとなりま

す。中学校３年生の作品です。審査員から「画用紙に紙バッグを貼

り付けた発想に、どっきりさせられました。登場する「牛」の姿や

表情も、見る人の気持ちをほっこりさせてくれ、たくさんの作品の

中でも、ユニークなキラリと光る秀作です。的山大島に行ってみた

いと思いました。」との講評をいただいております。 

最後に立体部門です。これも、中学校のみとなります。中学校１

年生が、受賞しました。審査員から海洋ゴミを心材にして、色鮮や

かで美しく仕上げられたウミガメからは、目に見えるところしか見

ようとしない未来が想像されます。海洋汚染という身近な課題に、

造形の面から向き合った秀作ですとのコメントをいただいておりま

す。 

以上、知事賞２０点のうち、１０点を御紹介いたしました。残り

の作品についても学芸文化課ホームページに掲載しておりますので

ぜひ御覧ください。以上で、私からの報告を終わります。 

 

（池松教育長） 

ただいまの説明について、御質問ございませんでしょうか。 

 

（廣田委員） 

 この報告とは違いますが、この作品が県美術館の県民ギャラリー

に展示されるということで、ある方から県民ギャラリーだと思いま

すが、波佐見高校の美術工芸科の展示作品があって、その作品がも

のすごくすばらしくて、どういう方が指導されておられてかお褒め

の言葉をいただきまして、私も嬉しかったです。高等学校が県民ギ

ャラリーで年間どのくらい展示活動などをやっているのでしょう

か。これはおそらく無料だと思います。 

 

（草野学芸文化課長） 

 波佐見高校は公立高校で美術工芸科という専門学科を県立で唯一

持っている学校です。今年から県民ギャラリーを使って展示をされ

たと聞いております。９月と１２月にされて、９月は美術工芸科の

全学年の生徒の作品を、１２月には卒業生による卒業作品展を開催

されたと伺っております。波佐見高校のほかには、長崎日大高校の

デザイン美術科が卒業制作展を１０月に行ったということです。瓊

浦高校が校外展を２月に開催予定ということで、美術館のスケジュ

ールに載っておりました。あと高校関係では、高等学校文化連盟の

写真専門部が写真展を１０月に、美術専門部が高校美術展を１１月
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報告（秘密会） 

 

に開催しております。 

 

（廣田委員） 

 県民ギャラリーは、例えば、長崎東高校や長崎西高校の学校の生

徒の美術作品を展示したいという希望があったときに、可能なんで

しょうか。 

 

（草野学芸文化課長） 

 日程を押さえるのがなかなか難しいですが、取れれば可能です。 

 

（小松委員） 

 そこの理事をやっていましたが、前もって申し込んで枠を早く取

ってもらうこと等が必要です。今年あたりはコロナのおかげで、い

ろんな企画展があまりうまく開かれないようになっていますので、

特に県民ギャラリーはスペースが空くと思います。今後、県の美術

館というのは県民のための開かれた美術館でないといけないと思い

ますので、そういう使い方に私自身は安心していただきたいと思い

ます。 

 

（廣田委員） 

 こういうところで展示ができるということを高等学校も知らない

と思いますので、そういうことを教えてあげた方がいいと思います。 

生徒たちにとっては励みになると思います。 

 

（池松教育長） 

ほかになければ、以上で報告事項を終了いたします。次の議案審

議から非公開で行いますので、報道関係者の方は退室をお願いいた

します。 

 

（別紙議事録） 

 

午後３時０５分、本日の会議を終了 

 

 

 

 

 


